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令和４年度 芽室町総合保健医療福祉協議会 

  高齢者・介護部会  
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第１ 日時 令和４年５月 30日（月） 18 時 30 分から 19 時 10 分まで 

第２ 場所 芽室町役場 第７会議室 

第３ 出席者 13 名 （委員６名、事務局７名）  

   傍聴者 なし 

 

出席者名簿 ： 出席…○ 欠席…× 

【委員】 

部会役職 所属団体等 職 氏名（敬称略） 出欠 

部会長 十勝歯科医師会芽室歯科医会 副会長 家内 典夫 ○ 

 公立芽室病院 院長 研谷 智 × 

 芽室町国民健康保険運営協議会 会長 村上 哲也 ○ 

 社会福祉法人 

芽室町社会福祉協議会 
会長 小椋 孝雄 ○ 

 芽室消費者協会 副会長 野崎 美保子 ○ 

 社会福祉法人慧誠会 

芽室けいせい苑 
施設長 植松 哲子 ○ 

 芽室町老人クラブ連合会 会長 矢野 征男 ○ 

合計 ６名 

 

【事務局】 

所属課等 職 氏名 出欠 

高齢者支援課 課長 坂口 勝己 ○ 

〃 補佐（地域包括支援担当） 塚田 直子 ○ 

〃 介護保険係 係長 林 宏明 ○ 

〃 介護保険係 主査 高谷 真理子 ○ 

〃 在宅支援係 補佐兼係長 佐々木 博史 ○ 

〃 在宅支援係 主査 柳澤 倫世 ○ 

〃 介護予防係 係長 本内 紀美子 ○ 

合計 ７名 
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第４ 開会 

 部会長挨拶 

 

第５ 実施内容 

１ 議題   

（１）指定地域密着型（介護予防）サービス事業者の指定状況、指導監査の状況…資料 1、２ 

説明者 介護保険係 主査 高谷 

 芽室町総合保健医療福祉協議会条例施行規則において、介護保険法に基づく地域密

着型サービスに関することを当該部会にて所掌するものとされていることから検討いた

だくものです。 

 

質疑は、ありませんでした。 

 

 

（２）第８期芽室町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の進捗管理について…資料３ 

  説明者  在宅支援係 主査 柳澤、介護保険係 係長 林、主査 高谷 

   資料の修正並びに追加があります。 

    67 ページ （２）介護予防サービス量の見込み 太枠内、通所リハビリテーションの文言を削 

除します。 

    68 ページ （３）施設サービス量の見込み 太枠内、介護老人福祉施設の 2つの表記のうち

１つを介護老人保健施設に修正します。また、太枠内直下、Ｒ３実績は０となっていｒます。のｒ

を削除します。 

    71 ページ（３）第１号被保険者保険料の検証 太枠内について、説明を追加します。 

令和３年度実績は、標準給付費（①）及び地域支援事業費（②）が共に計画値に対して減少、 

調整交付金相当額（④）との差額では増加となっております。総合すると保険料収納必要額

（⑥）は 404,268,120 円 となり、計画対比で 91.7％となりますが、令和 3年度の保険料収納

見込（⑦）が、406,186,600 円 と収納必要額を上回ることから、保険料は充足する見込みとな

っております。 

 

質疑は、ありませんでした。 

 

 

（３） 令和３年度認知症初期集中支援チーム検討委員会について…資料４ 

説明者 在宅支援係 主査 柳澤 

芽室町総合保健医療福祉協議会条例施行規則において、当該部会にて所掌するもの

とされていることから検討いただくものです。 



4 

 

   質疑は、ありませんでした。 

 

（４） 令和３年度地域包括支援センター事業報告、令和４年度事業計画…資料５ 

説明者 補佐（地域包括支援担当） 塚田 

芽室町総合保健医療福祉協議会条例施行規則において、芽室町地域包括支援センター

規則に基づく地域包括支援センターに関することを当該部会にて所掌するものとされて

いることから検討いただくものです。 

 

 

質問１ 委員 

６ページ 表８ 年次別虐待相談件数について 

令和３年度の相談件数が減少しています。人数の内訳を教えてください。 

回答 補佐塚田 

令和３年度の内訳は、全て新規の相談です。令和２年度に相談のあった方は、解決してい

ます。 

 

 

質問２ 委員 

町内の特定事業者について消費者被害の相談はありますか？ 

回答 補佐塚田 

被害を受けているという相談は挙がっておりません。 

 

 

質問３ 委員 

８ページ 令和４年度の計画について 

令和４年度以降も受託者は資格を有する職員を確保できる見込みですか？また、令和３

年度の職員体制は５人でしたが、令和４年から３人となっています。職員数に不足はありま

せんか？ 

 

回答 補佐塚田 

 資格を有する職員は、確保できる見込みです。また、包括が実施するべき業務は４つであ

り、職員数３人で業務遂行可能と考えています。 

１ 早苗委 

 クレアチニンは腎臓機能の数値であり、栄養状態の評価とは異なるのではないか 

２ その他 

 高齢者支援課長坂口から、委員の任期満了に伴い挨拶をしました。 


